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文化ホールの在り方の整理・検討に係る支援業務 

公募型プロポーザル手続開始の公示 

 

令和７年５月７日 

 

次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

広島市長 松井 一實 

 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名 

文化ホールの在り方の整理・検討に係る支援業務 

⑵ 業務内容 

別紙「文化ホールの在り方の整理・検討に係る支援業務基本仕様書」のとおり。 

⑶ 契約期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

⑷ 事業費 

本業務に係る費用は、９，６８８，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）以内とす

る。 

⑸ 契約担当課 

〒７３０－８５８６ 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号（広島市役所本庁舎２階） 

広島市市民局文化スポーツ部文化振興課 

TEL ０８２－５０４－２５００  FAX ０８２－５０４－２０６６ 

E-mail bunka@city.hiroshima.lg.jp 

 

２ 受託候補者の特定方法 

公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 

公募型プロポーザル手続等の詳細については、「文化ホールの在り方の整理・検討に係る支援業

務公募型プロポーザル説明書」（以下「プロポーザル説明書」という。）による。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たすも

のとする。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則第２条の規定に該当していないこと。 

⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の

指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。 

⑷ 次の①又は②のいずれかに該当すること。 

① 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の

請負並びに役務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「３０－０２調査・研究」に登録されている者であること。 

② 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の

請負並びに役務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類

「３０－０３計画策定」に登録されている者であること。 

⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

⑹ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者

が経営、運営に関係している団体でないこと。 
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⑺ 再委託する場合の再委託予定事業者についても、提案者に準じ、上記⑴～⑶、⑸及び⑹の条件

を全て満たしていること。 

 

４ プロポーザル説明書等の配付方法 

プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の総

合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ページ左の「プ

ロポーザル・コンペの案件情報」→ページ左の「令和７年度 プロポーザル・コンペ案件」からダ

ウンロードすることができる。 

ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない場合を含む。）は、次により配付する。 

⑴ 配付期間 

公示日から令和７年５月２８日（水）閉庁日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時１５分

まで(ただし、令和７年５月２８日（水）は正午まで) 

⑵ 配付場所 

前記１⑸の契約担当課 

 

５ 参加資格確認申請書の提出 

⑴ 提出期間 

公示日から令和７年５月２１日（水）までの閉庁日（広島市の休日を定める条例（平成３年広

島市条例第４９号）第１条第１項第１号から第３号までに掲げる日をいう。以下同じ。）を除く

毎日。午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

⑵ 提出場所 

前記１⑸の契約担当課 

⑶ 提出方法 

参加資格確認申請書（様式第１号）を始め必要な書類を持参又は郵送（郵送の場合は、配達証

明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。）で提出すること。 

⑷ 参加資格確認結果の通知 

審査後、速やかに参加資格確認結果を書面で通知する。 

 

６ 質問の受付及び回答 

⑴ 受付期間 

 公示日から令和７年５月１４日（水）までの閉庁日を除く毎日。午前８時３０分から午後５時

１５分まで。 

⑵ 受付場所 

  前記１⑸の契約担当課 

⑶ 受付方法 

質問書（様式第３号）に記入の上、電子メール又はＦＡＸいずれかの方法で提出すること。な

お、質問書が契約担当課に到達していることを電話により速やかに確認すること。 

⑷ 質問に対する回答 

電子メール又はＦＡＸにより質問者に直接回答するとともに、前記１⑸の契約担当課において、

令和７年５月２８日（水）までの閉庁日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時１５分まで(た

だし、令和７年５月２８日（水）は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも

掲載する。 

 

７ 提案書の提出 

⑴ 提出期間 

公示日から令和７年５月２８日（水）までの閉庁日を除く毎日。午前８時３０分から午後５時

１５分まで。ただし、令和７年５月２８日（水）は正午まで。 

⑵ 提出場所 

前記１⑸の契約担当課 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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⑶ 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。）

で提出すること。 

 

８ 審査 

⑴ 企画提案書の審査は、文化ホールの在り方の整理・検討に係る支援業務プロポーザル審査委員

会が行う。 

⑵ 受託候補者特定基準 

  別紙 受託候補者特定基準のとおり。 

⑶ 審査結果の通知 

受託候補者を特定した後は、速やかに提案書の提出者全員に書面にてその結果を通知する。 

 

９ その他 

⑴ 本業務の履行に当たっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び広島市委託契約約

款等の規定を遵守しなければならない。 

⑵ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 

⑶ その他詳細はプロポーザル説明書による。 


